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議案第４号 

   戸田市防災基本条例 

目次 

 前文 

 第１章 総則（第１条―第４条） 

 第２章 責務（第５条―第８条） 

 第３章 予防対策（第９条―第１４条） 

 第４章 応急対策（第１５条―第１７条） 

 第５章 復旧・復興対策（第１８条） 

 第６章 他の地方公共団体等との連携・支援（第１９条・第２０条） 

 附則 

 戸田市は、荒川によって形成された沖積平野に位置しているため、荒川の氾

濫による市域全体の浸水や、大地震による広範囲での液状化現象が発生し、被

害が甚大となることが想定されます。 

 このため、戸田市においては、被害が広範囲に及びやすいという地形的条件

を考慮して、市民の生命、尊厳及び財産を守ることができるよう、災害に対す

る備えを日頃から整えていくことが急務となっています。 

 防災には、市民一人ひとりの実践と市民が連携した活動、市の最大限の対策

が欠かせません。そこで、防災対策の更なる向上のため、市民や事業者、市及

び議会の責務と役割を明確化し、一体となって防災対策に取り組めるよう、こ

の条例を制定します。 

   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、自助・共助・公助の考え方の下に、市民の生命、尊厳及

び財産を守る上での基本理念と、防災対策に関する市民、事業者、市及び議

会の責務及び役割を明らかにし、防災に関する基本的事項を定めることによ

り、防災対策を総合的かつ計画的に推進し、被害を最小限にとどめ、災害に

強いまちを実現することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 

 (1) 災害 豪雨、洪水、地震その他の異常な自然現象により生ずる被害をい

う。 
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 (2) 防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を

防ぎ、並びに災害からの復旧及び復興を図ることをいう。 

 (3) 自助 市民及び事業者が自ら防災に取り組むことをいう。 

 (4) 共助 市民及び事業者が地域住民と協力して防災に取り組むことをい

う。 

 (5) 公助 市、消防、警察等の行政機関が防災対策に取り組むことをいう。 

 (6) 地域防災計画 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第

１０号ロに規定する計画をいう。 

 (7) 受援計画 災害時に外部からの応援を受け入れて、効果的に活用するた

めに策定する市の計画をいう。 

 (8) 市民 市内に居住する者及び市内に通勤し、又は通学する者をいう。 

 (9) 事業者 市内で事業を営むものをいう。 

 (10) 自主防災組織 防災を目的に、町会・自治会等を単位として自主的に

結成された組織をいう。 

 (11) 防災関係機関 消防、警察等の防災対策を実施する国及び埼玉県の行

政機関並びに災害対策基本法第２条第３号から第６号までに規定する機関

をいう。 

 (12) 帰宅困難者 災害が発生したことにより、外出先からの帰宅又は目的

地への到達が困難になった者をいう。 

 (13) 災害時要配慮者 高齢者、障害者、傷病者、乳幼児、妊産婦、外国人

等のうち、災害時の避難又は避難所等において配慮を要するものをいう。 

 (14) 分散避難 被災していない地域の親戚宅、知人宅、宿泊施設等へ避難

することをいう。 

 (15) 在宅避難 自宅の安全が確認できる場合に、避難場所、避難所等に行

かず自宅にとどまることをいう。 

 (16) 避難場所 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、身を守

るために一時的に滞在する市が指定した場所又は施設をいう。 

 (17) 避難所 災害から身を守るために市民等が避難し、一定期間滞在する

市が指定した施設をいう。 

 （基本理念） 

第３条 市民、事業者及び市は、次に掲げる理念に基づき災害に備えなければ

ならない。 
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 (1) 自助・共助・公助一体として災害に立ち向かうこと。 

 (2) 災害による被害を最小限にとどめることを基本に防災に取り組むこと。 

 (3) 災害時要配慮者その他被災者の事情から生じる多様なニーズに配慮し、

個人としての尊厳を重んじるよう努めること。 

 (4) 防災に関する知識及び技術を習熟し、災害への対応力を高めるとともに、

助け合いの精神を育むことで、常に時代の変化に合わせ、これらを継承し

ていくよう努めること。 

 （地域防災計画への反映） 

第４条 市は、この条例の基本理念を地域防災計画に反映させなければならな

い。 

   第２章 責務 

 （市民の責務） 

第５条 市民は、災害時において、自身及び家族の安全を確保するために必要

な備えを整えるとともに、防災に関する知識及び技術の習得に努めるものと

する。 

２ 市民は、災害時において、相互に協力し防災に取り組むことができるよう、

日常から地域での助け合いに努めるものとする。 

３ 市民は、市、防災関係機関、自主防災組織、事業者等が実施する防災対策

について協力するよう努めるものとする。 

 （事業者の責務） 

第６条 事業者は、従業員、事業所等への来訪者及び地域住民の安全を確保す

るために施設及び設備に対し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 事業者は、従業員等が帰宅困難者となった場合の対策を講ずるよう努める

ものとする。 

３ 事業者は、従業員等が防災に関する知識及び技術を習得するため、必要な

研修、訓練等を実施するよう努めるものとする。 

４ 事業者は、市民及び自主防災組織と連携し、市、防災関係機関等が実施す

る防災対策に協力するよう努めるものとする。 

 （市の責務） 

第７条 市は、市民の生命、尊厳及び財産を災害から守るとともに、被害を最

小限にとどめるため、国、埼玉県、市民、事業者、自主防災組織、防災関係

機関、ボランティア等と連携し、総合的な防災対策の推進を図らなければな
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らない。 

２ 市は、市民及び事業者に対し、防災意識の高揚及び災害への備え等の充実

を図るため、必要な情報を提供し、共有しなければならない。 

３ 市は、自主防災組織の充実に向けて支援を行うとともに、市民及び事業者

の自発的な防災の促進を図らなければならない。 

４ 市は、国及び埼玉県と連携し、道路、河川、公園等の都市基盤の整備その

他あらゆる事業を通じて、災害に強いまちづくりを推進するものとする。 

５ 市は、管理する施設、設備等の安全性の確保を図るとともに、建築物の耐

震化の促進について、埼玉県と連携した指導、助言、支援等により、災害に

強いまちづくりを推進するものとする。 

 （議会の責務） 

第８条 議会は、市民の生命、尊厳及び財産を災害から守るとともに、被害を

最小限にとどめるため、防災に関する調査及び研究を行い、市の防災対策へ

の助言及び提言を行わなければならない。 

２ 議会は、国及び埼玉県の動向を踏まえ、市の防災対策の執行の監視及び評

価に努めなければならない。 

３ 議会は、災害時に議会災害対策支援本部を設置し、市の災害対策本部と協

力して市内の被害の状況に関する情報の収集及び整理をし、災害に関する必

要な情報を市民に発信するよう努めなければならない。 

４ 議会は、国、埼玉県及び市への災害復旧の推進及び支援活動の実施並びに

調整を働きかけ、早期の復旧及び復興が実現されるよう努めなければならな

い。 

   第３章 予防対策 

 （防災教育の推進） 

第９条 市民及び事業者は、災害はいつでも起こり得るという認識の下、日頃

の防災意識の高揚とともに、防災に関する知識及び技術の習熟に努めるもの

とする。 

２ 市は、市民、事業者及び自主防災組織に対し、学校教育を含むあらゆる機

会を通じ、防災に関する知識及び技術の習得に資するための防災教育を支援

するものとする。 

３ 市は、防災活動を支える人材を育成するための防災教育を実施するものと

する。 
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４ 市は、市職員等に対し、災害時に適切に対応できるよう、日頃から職務に

対応した防災教育を実施するものとする。 

 （防災訓練の実施） 

第１０条 市は、自主防災組織及び防災関係機関と連携して防災訓練を実施し、

検証によって不断の見直しを行うものとする。 

２ 市は、自主防災組織が実施する防災訓練に対し積極的な支援及び協力を行

うものとする。 

３ 市民及び事業者は、災害発生時にとるべき行動を学び、日頃の備えを確か

なものとするため、市、自主防災組織、事業者等が実施する防災訓練に積極

的に参加するよう努めるものとする。 

４ 市は、災害発生時に適切に対応できるよう市職員等に対し定期的に防災訓

練を実施するものとする。 

 （災害への備え） 

第１１条 市民は、次に掲げる事項に取り組むよう努めるものとする。 

 (1) 家族等の安否確認手段の確保 

 (2) 災害情報の入手手段の確保 

 (3) 避難所、避難場所、避難経路及び避難方法の確認 

 (4) 家族構成、健康状態等を考慮した３日分以上の食料及び飲料並びに非常

持出品の確保 

 (5) 家具等の転倒及び落下防止対策の徹底 

 (6) 自宅の耐震性の確保 

 (7) 災害時における帰宅経路等の確認 

 (8) その他災害に必要な備え 

２ 事業者は、次に掲げる事項に取り組むよう努めるものとする。 

 (1) 従業員等の安否確認手段の確保 

 (2) 災害情報の入手手段の確保 

 (3) 避難所、避難場所、避難経路及び避難方法の確認 

 (4) 従業員等の人数を考慮した３日分以上の食料及び飲料の確保 

 (5) 設備等の転倒及び落下防止対策の徹底 

 (6) 事業所等の耐震性の確保 

 (7) その他災害に必要な備え 

３ 市民及び事業者は、前２項の規定による取組事項の状況について、定期的
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に確認するよう努めるものとする。 

４ 市は、次に掲げる事項に取り組まなければならない。 

 (1) 情報の収集、整理及び提供並びに共有体制の充実及び強化 

 (2) 備蓄体制の充実及び強化 

 (3) 応援受入体制の整備 

 (4) 公共施設の強靭
じん

化 

 (5) 必要な物資の供給及び輸送体制の確立 

 (6) 避難場所及び避難所の指定並びに避難所運営手順の策定 

 (7) その他災害に必要な備え 

 （自主防災活動） 

第１２条 市民及び事業者は、自主的かつ組織的に行う防災に関する活動（以

下「自主防災活動」という。）に積極的に参加し、協力するよう努めるものと

する。 

２ 市は、自主防災組織への支援及び協力を積極的に行うものとする。 

３ 自主防災組織は、自主防災活動において中心的な役割を担う人材の育成を

行うとともに、様々な人が参加し、活動しやすい環境を醸成するために、日

頃から地域住民との連携を深めるよう努めるものとする。 

 （ボランティア等の活動推進） 

第１３条 市は、災害時のボランティア活動への参加が促進されるよう、日頃

から普及啓発を行うよう努めなければならない。 

２ 市は、社会福祉法人戸田市社会福祉協議会と連携し、災害時における外部

からの支援を積極的に受け入れられるよう災害ボランティアセンター等の設

置その他活動環境の整備に努めなければならない。 

３ 市は、外部からの支援を生かすため、支援を受けるための体制を整えると

ともに、災害時には積極的に情報を発信し、又は共有するよう努めなければ

ならない。 

 （災害時要配慮者への支援） 

第１４条 市は、災害時において災害時要配慮者の支援を的確に行うために必

要な情報の収集及び整理を実施するとともに、自主防災組織、防災関係機関

等と共有しなければならない。 

２ 市は、災害時要配慮者に対し災害時における避難行動及び避難生活に関す

る情報を提供し、災害時要配慮者、医療・福祉関係者、自主防災組織その他
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の関係機関との連携が深まるよう努めなければならない。 

３ 市民、事業者、自主防災組織、医療・福祉関係者等は、災害時要配慮者の

安否確認、救出・救助、避難誘導等の支援のため、日頃から地域の災害時要

配慮者と顔の見える関係を築くよう努めるものとする。 

   第４章 応急対策 

 （応急対策の実施） 

第１５条 市は、災害時において防災関係機関と連携し、救援活動、応急復旧

活動その他あらゆる手段を通じて市民の生命、尊厳及び財産を守るものとす

る。 

２ 市は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、市民、事

業者、自主防災組織等に対し、速やかに避難及び被害の状況、応急対策等に

関する情報を提供するものとする。 

３ 市民、事業者、自主防災組織等は、次に掲げる事項を実施するよう努める

ものとする。 

 (1) 災害時の情報の収集及び共有 

 (2) 出火防止及び初期の消火活動 

 (3) 負傷者の救出、救護及び搬送 

 (4) 地域住民同士の避難の呼び掛け及び支援 

 (5) 災害時要配慮者への支援 

 (6) 帰宅困難者への支援 

 (7) その他必要な応急対策 

 （避難及び避難生活） 

第１６条 市は、災害が発生するおそれがある場合、市民、事業者等に対し早

期避難を促さなければならない。 

２ 市は、災害時においても避難場所及び避難所に必要な物資を補充するよう

努めなければならない。 

３ 市は、避難所の運営に当たっては、施設管理者、自主防災組織、ボラン 

 ティア等と連携し、地域の主体的な取組を尊重するとともに、災害時要配慮

者その他被災者の事情から生じる多様なニーズに配慮し、感染症対策を含め、

避難者が安全で健康に配慮された避難生活を営めるよう努めなければならな

い。 

４ 市民は、災害の種類及び各自が置かれた状況を踏まえ、少人数による分散
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避難若しくは在宅避難、避難場所又は避難所への避難を開始し、身の安全を

確保することに努めなければならない。 

５ 事業者は、災害の種類及び各自が置かれた状況を踏まえ、従業員及び事業

所等への来訪者等に対し、少人数による分散避難若しくは在宅避難、避難場

所又は避難所への避難を開始し、身の安全を確保するよう促すことに努めな

ければならない。 

 （帰宅困難者への支援等） 

第１７条 市は、帰宅困難者に対し、避難及び帰宅のための情報の提供等の必

要な支援を行うものとする。 

２ 事業者は、従業員の円滑な帰宅及び帰宅困難者の安全の確保のために必要

な対策を講ずるよう努めるものとする。 

３ 市民は、帰宅困難者となった場合、自らの安全を確保するとともに、むや

みに移動せずに帰宅困難となった場所における自治体、事業者等が講ずる措

置に協力するよう努めるものとする。 

   第５章 復旧・復興対策 

 （復旧・復興対策） 

第１８条 市は、災害によって被害を受けた場合、市民生活の早期再建を図る

ために、国、埼玉県及び防災関係機関と連携し、計画的に復旧及び復興の対

策に取り組むものとする。この場合において、市民、事業者が自ら取り組む

生活再建、事業継続等に対し必要な支援を関係機関と連携して行うものとす

る。 

２ 市民は、自ら生活再建を図るとともに、市が実施する復旧及び復興の取組

に協力するよう努めるものとする。 

３ 事業者は、自ら事業の継続又は再開を図るとともに、市が実施する復旧及

び復興の取組に協力するよう努めるものとする。 

   第６章 他の地方公共団体等との連携・支援 

 （受援計画及び防災に係る協定の締結） 

第１９条 市は、災害時に外部からの応援を円滑に受け入れることができるよ

う受援計画を定めるとともに、あらかじめ防災に係る協定を締結し、必要な

体制を整備するものとする。 

 （他の被災地等に対する支援） 

第２０条 市は、市外で災害が発生した場合、その被害が甚大であり支援が必
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要と認めるときは、応急対策、復旧対策及び復興対策の支援を行うものとす

る。 

２ 市民及び事業者は、市外で災害が発生した場合、被災地に対し、可能な範

囲で支援を行うよう努めるものとする。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  令和３年２月２２日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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議案第５号 

   戸田市附属機関における審議の実施方法の見直しに伴う関係条例の整備

に関する条例 

 （戸田市表彰審査委員会条例の一部改正） 

第１条 戸田市表彰審査委員会条例（平成２５年条例第４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第６条の次に次の１条を加える。 

  （書面等による審議） 

 第６条の２ 前条第１項の規定にかかわらず、委員長は、やむを得ない理由

により会議を招集することができない場合において、必要があると認めた

ときは、書面その他の方法により審議を行うことができる。 

 ２ 前項の審議を行う場合は、前条第２項中「出席」とあるのは「参加」と、

同条第３項中「出席委員」とあるのは「書面その他の方法による審議に参

加した委員」と読み替えるものとする。 

 （戸田市国民保護協議会条例の一部改正） 

第２条 戸田市国民保護協議会条例（平成１８年条例第２１号）の一部を次の

ように改正する。 

  第４条に次の１項を加える。 

 ４ 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対し会議への出席

を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

  第４条の次に次の１条を加える。 

  （書面等による審議） 

 第４条の２ 前条第１項の規定にかかわらず、会長は、やむを得ない理由に

より会議を招集することができない場合において、必要があると認めたと

きは、書面その他の方法により審議を行うことができる。 

 ２ 前項の審議を行う場合は、前条第２項中「出席」とあるのは「参加」と、

同条第３項中「出席した」とあるのは「書面その他の方法による審議に参

加した」と、同条第４項中「会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴

き、」とあるのは「書面その他の方法により意見若しくは説明」と読み替え

るものとする。 

 （戸田市行政不服審査法施行条例の一部改正） 

第３条 戸田市行政不服審査法施行条例（平成２８年条例第４号）の一部を次
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のように改正する。 

  第７条の次に次の１条を加える。 

  （書面等による審議） 

 第７条の２ 前条第１項の規定にかかわらず、会長は、やむを得ない理由に

より会議を招集することができない場合において、必要があると認めたと

きは、書面その他の方法により審議を行うことができる。 

 ２ 前項の審議を行う場合は、前条第２項中「出席」とあるのは「参加」と、

同条第３項中「出席委員」とあるのは「書面その他の方法による審議に参

加した委員」と読み替えるものとする。 

 （戸田市同和対策審議会設置条例の一部改正） 

第４条 戸田市同和対策審議会設置条例（昭和５４年条例第１４号）の一部を

次のように改正する。 

  第６条に次の１項を加える。 

 ４ 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対し会議への出席

を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

  第６条の次に次の１条を加える。 

  （書面等による審議） 

 第６条の２ 前条第１項の規定にかかわらず、会長は、やむを得ない理由に

より会議を招集することができない場合において、必要があると認めたと

きは、書面その他の方法により審議を行うことができる。 

 ２ 前項の審議を行う場合は、前条第２項中「出席」とあるのは「参加」と、

同条第３項中「出席委員」とあるのは「書面その他の方法による審議に参

加した委員」と、同条第４項中「会議への出席を求め、意見若しくは説明

を聴き、」とあるのは「書面その他の方法により意見若しくは説明」と読み

替えるものとする。 

 （戸田市総合振興計画審議会条例の一部改正） 

第５条 戸田市総合振興計画審議会条例（昭和５９年条例第３号）の一部を次

のように改正する。 

  第２条第１項中「２０人」を「２０人以内」に改める。 

  第４条第１項中「審議会」の次に「の会議（以下「会議」という。）」を加

え、同条第２項中「審議会」を「会議」に改め、「会議を」を削り、同条第３

項中「審議会」を「会議」に改め、同条第４項中「審議会において必要」を
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「会長は、必要がある」に改め、「者」の次に「に対し会議へ」を加え、「そ

の説明又は意見を聞く」を「意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求

める」に改める。 

  第４条の次に次の１条を加える。 

  （書面等による審議） 

 第４条の２ 前条第１項の規定にかかわらず、会長は、やむを得ない理由に

より会議を招集することができない場合において、必要があると認めたと

きは、書面その他の方法により審議を行うことができる。 

 ２ 前項の審議を行う場合は、前条第２項中「出席し」とあるのは「参加し」

と、同条第３項中「出席委員」とあるのは「書面その他の方法による審議

に参加した委員」と、同条第４項中「会議への出席を求め、意見若しくは

説明を聴き、」とあるのは「書面その他の方法により意見若しくは説明」と

読み替えるものとする。 

 （戸田市外部評価委員会条例の一部改正） 

第６条 戸田市外部評価委員会条例（平成２８年条例第２１号）の一部を次の

ように改正する。 

  第６条第４項中「意見」の次に「若しくは説明」を加える。 

  第６条の次に次の１条を加える。 

  （書面等による審議） 

 第６条の２ 前条第１項の規定にかかわらず、委員長は、やむを得ない理由

により会議を招集することができない場合において、必要があると認めた

ときは、書面その他の方法により審議を行うことができる。 

 ２ 前項の審議を行う場合は、前条第２項中「出席」とあるのは「参加」と、

同条第３項中「出席委員」とあるのは「書面その他の方法による審議に参

加した委員」と、同条第４項中「会議への出席を求め、意見若しくは説明

を聴き、」とあるのは「書面その他の方法により意見若しくは説明」と読み

替えるものとする。 

 （戸田市特別職報酬等審議会条例の一部改正） 

第７条 戸田市特別職報酬等審議会条例（昭和３９年条例第２５号）の一部を

次のように改正する。 

  第５条第１項中「は会長が招集する」を「の会議（以下「会議」という。）

は、会長が招集し、その議長となる」に改め、同条第２項中「審議会」を「会
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議」に改め、「会議を」を削り、同条に次の１項を加える。 

 ３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。 

第５条の次に次の１条を加える。 

  （書面等による審議） 

 第５条の２ 前条第１項の規定にかかわらず、会長は、やむを得ない理由に

より会議を招集することができない場合において、必要があると認めたと

きは、書面その他の方法により審議を行うことができる。 

 ２ 前項の審議を行う場合は、前条第２項中「出席し」とあるのは「参加し」

と、同条第３項中「出席委員」とあるのは「書面その他の方法による審議

に参加した委員」と読み替えるものとする。 

 （戸田市自治基本条例推進委員会条例の一部改正） 

第８条 戸田市自治基本条例推進委員会条例（平成２７年条例第２２号）の一

部を次のように改正する。 

  第６条第４項中「意見」の次に「若しくは説明」を加える。 

  第６条の次に次の１条を加える。 

  （書面等による審議） 

 第６条の２ 前条第１項の規定にかかわらず、委員長は、やむを得ない理由

により会議を招集することができない場合において、必要があると認めた

ときは、書面その他の方法により審議を行うことができる。 

 ２ 前項の審議を行う場合は、前条第２項中「出席」とあるのは「参加」と、

同条第３項中「出席委員」とあるのは「書面その他の方法による審議に参

加した委員」と、同条第４項中「会議への出席を求め、意見若しくは説明

を聴き、」とあるのは「書面その他の方法により意見若しくは説明」と読み

替えるものとする。 

 （戸田市男女共同参画推進条例の一部改正） 

第９条 戸田市男女共同参画推進条例（平成２８年条例第３２号）の一部を次

のように改正する。 

  第１９条第４項中「意見」の次に「や説明」を加える。 

  第１９条の次に次の１条を加える。 

  （書面等による審議） 

 第１９条の２ 前条第１項の規定にかかわらず、委員長は、やむを得ない理
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由により会議を招集することができない場合において、必要があると認め

たときは、書面その他の方法により審議を行うことができます。 

 ２ 前項の審議を行う場合は、前条第２項中「出席」とあるのは「参加」と、

同条第３項中「出席委員」とあるのは「書面その他の方法による審議に参

加した委員」と、同条第４項中「会議への出席を求めること、意見や説明

を聴くこと」とあるのは「書面その他の方法により意見や説明を聴くこと」

と読み替えるものとします。 

 （戸田市スポーツ推進審議会条例の一部改正） 

第１０条 戸田市スポーツ推進審議会条例（平成１６年条例第３号）の一部を

次のように改正する。 

  第６条に次の１項を加える。 

 ４ 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対し会議への出席

を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

  第６条の次に次の１条を加える。 

  （書面等による審議） 

 第６条の２ 前条第１項の規定にかかわらず、会長は、やむを得ない理由に

より会議を招集することができない場合において、必要があると認めたと

きは、書面その他の方法により審議を行うことができる。 

 ２ 前項の審議を行う場合は、前条第２項中「出席」とあるのは「参加」と、

同条第３項中「出席委員」とあるのは「書面その他の方法による審議に参

加した委員」と、同条第４項中「会議への出席を求め、意見若しくは説明

を聴き、」とあるのは「書面その他の方法により意見若しくは説明」と読み

替えるものとする。 

 （戸田市福祉施策審議会条例の一部改正） 

第１１条 戸田市福祉施策審議会条例（平成１５年条例第６号）の一部を次の

ように改正する。 

  第６条に次の１項を加える。 

 ４ 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対し会議への出席

を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

  第６条の次に次の１条を加える。 

  （書面等による審議） 

 第６条の２ 前条第１項の規定にかかわらず、会長は、やむを得ない理由に
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より会議を招集することができない場合において、必要があると認めたと

きは、書面その他の方法により審議を行うことができる。 

 ２ 前項の審議を行う場合は、前条第２項中「出席」とあるのは「参加」と、

同条第３項中「出席委員」とあるのは「書面その他の方法による審議に参

加した委員」と、同条第４項中「会議への出席を求め、意見若しくは説明

を聴き、」とあるのは「書面その他の方法により意見若しくは説明」と読み

替えるものとする。 

 （戸田市老人ホーム入所等判定委員会条例の一部改正） 

第１２条 戸田市老人ホーム入所等判定委員会条例（平成２５年条例第６号）

の一部を次のように改正する。 

  第６条第４項中「関係者の出席」を「委員以外の者に対し会議への出席を

求め、意見若しくは説明を聴き、」に改める。 

  第６条の次に次の１条を加える。 

  （書面等による審議） 

 第６条の２ 前条第１項の規定にかかわらず、委員長は、やむを得ない理由

により会議を招集することができない場合において、必要があると認めた

ときは、書面その他の方法により審議を行うことができる。 

 ２ 前項の審議を行う場合は、前条第２項中「出席」とあるのは「参加」と、

同条第３項中「出席委員」とあるのは「書面その他の方法による審議に参

加した委員」と、同条第４項中「会議への出席を求め、意見若しくは説明

を聴き、」とあるのは「書面その他の方法により意見若しくは説明」と読み

替えるものとする。 

 （戸田市高齢者総合介護福祉条例の一部改正） 

第１３条 戸田市高齢者総合介護福祉条例（平成１２年条例第９号）の一部を

次のように改正する。 

  第３５条に次の１項を加える。 

 ４ 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対し会議への出席

を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

  第３５条の次に次の１条を加える。 

  （書面等による審議） 

 第３５条の２ 前条第１項の規定にかかわらず、会長は、やむを得ない理由

により会議を招集することができない場合において、必要があると認めた



- 16 - 

ときは、書面その他の方法により審議を行うことができる。 

 ２ 前項の審議を行う場合は、前条第２項中「出席」とあるのは「参加」と、

同条第３項中「出席委員」とあるのは「書面その他の方法による審議に参

加した委員」と、同条第４項中「会議への出席を求め、意見若しくは説明

を聴き、」とあるのは「書面その他の方法により意見若しくは説明」と読み

替えるものとする。 

 （戸田市地域包括支援センター運営協議会条例の一部改正） 

第１４条 戸田市地域包括支援センター運営協議会条例（平成１８年条例第４

号）の一部を次のように改正する。 

  第５条に次の１項を加える。 

 ４ 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対し会議への出席

を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

  第５条の次に次の１条を加える。 

  （書面等による審議） 

 第５条の２ 前条第１項の規定にかかわらず、会長は、やむを得ない理由に

より会議を招集することができない場合において、必要があると認めたと

きは、書面その他の方法により審議を行うことができる。 

 ２ 前項の審議を行う場合は、前条第２項中「出席」とあるのは「参加」と、

同条第３項中「出席委員」とあるのは「書面その他の方法による審議に参

加した委員」と、同条第４項中「会議への出席を求め、意見若しくは説明

を聴き、」とあるのは「書面その他の方法により意見若しくは説明」と読み

替えるものとする。 

 （戸田市保健対策推進協議会条例の一部改正） 

第１５条 戸田市保健対策推進協議会条例（平成２５年条例第１０号）の一部

を次のように改正する。 

  第６条第４項中「関係者の出席」を「委員以外の者に対し会議への出席を

求め、意見若しくは説明を聴き、」に改める。 

  第６条の次に次の１条を加える。 

  （書面等による審議） 

 第６条の２ 前条第１項の規定にかかわらず、会長は、やむを得ない理由に

より会議を招集することができない場合において、必要があると認めたと

きは、書面その他の方法により審議を行うことができる。 
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 ２ 前項の審議を行う場合は、前条第２項中「出席」とあるのは「参加」と、

同条第３項中「出席委員」とあるのは「書面その他の方法による審議に参

加した委員」と、同条第４項中「会議への出席を求め、意見若しくは説明

を聴き、」とあるのは「書面その他の方法により意見若しくは説明」と読み

替えるものとする。 

 （戸田市児童福祉審議会条例の一部改正） 

第１６条 戸田市児童福祉審議会条例（平成１３年条例第５号）の一部を次の

ように改正する。 

  第６条に次の１項を加える。 

 ４ 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対し会議への出席

を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

  第６条の次に次の１条を加える。 

  （書面等による審議） 

 第６条の２ 前条第１項の規定にかかわらず、会長は、やむを得ない理由に

より会議を招集することができない場合において、必要があると認めたと

きは、書面その他の方法により審議を行うことができる。 

 ２ 前項の審議を行う場合は、前条第２項中「出席し」とあるのは「参加し」

と、同条第３項中「出席委員」とあるのは「書面その他の方法による審議

に参加した委員」と、同条第４項中「会議への出席を求め、意見若しくは

説明を聴き、」とあるのは「書面その他の方法により意見若しくは説明」と

読み替えるものとする。 

 （戸田市住居表示整備審議会条例の一部改正） 

第１７条 戸田市住居表示整備審議会条例（昭和４１年条例第１３号）の一部

を次のように改正する。 

  第６条第４項中「審議会が特に必要」を「会長は、必要がある」に、「関係

者の出席」を「委員以外の者に対し会議への出席を求め、意見若しくは説明

を聴き、」に改める。 

  第６条の次に次の１条を加える。 

  （書面等による審議） 

 第６条の２ 前条第１項の規定にかかわらず、会長は、やむを得ない理由に

より会議を招集することができない場合において、必要があると認めたと

きは、書面その他の方法により審議を行うことができる。 
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 ２ 前項の審議を行う場合は、前条第２項中「出席し」とあるのは「参加し」

と、同条第３項中「出席委員」とあるのは「書面その他の方法による審議

に参加した委員」と、同条第４項中「会議への出席を求め、意見若しくは

説明を聴き、」とあるのは「書面その他の方法により意見若しくは説明」と

読み替えるものとする。 

 （戸田市都市計画審議会条例の一部改正） 

第１８条 戸田市都市計画審議会条例（昭和４５年条例第２号）の一部を次の

ように改正する。 

  第６条に次の１項を加える。 

 ４ 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対し会議への出席

を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

  第６条の次に次の１条を加える。 

  （書面等による審議） 

 第６条の２ 前条第１項の規定にかかわらず、会長は、やむを得ない理由に

より会議を招集することができない場合において、必要があると認めたと

きは、書面その他の方法により審議を行うことができる。 

 ２ 前項の審議を行う場合は、前条第２項中「出席し」とあるのは「参加し」

と、同条第３項中「出席した」とあるのは「書面その他の方法による審議

に参加した」と、同条第４項中「会議への出席を求め、意見若しくは説明

を聴き、」とあるのは「書面その他の方法により意見若しくは説明」と読み

替えるものとする。 

 （戸田市空家等対策審査会条例の一部改正） 

第１９条 戸田市空家等対策審査会条例（平成２８年条例第２３号）の一部を

次のように改正する。 

  第６条の次に次の１条を加える。 

  （書面等による審議） 

 第６条の２ 前条第１項の規定にかかわらず、会長は、やむを得ない理由に

より会議を招集することができない場合において、必要があると認めたと

きは、書面その他の方法により審議を行うことができる。 

 ２ 前項の審議を行う場合は、前条第２項中「出席」とあるのは「参加」と、

同条第３項中「出席委員」とあるのは「書面その他の方法による審議に参

加した委員」と、同条第４項中「会議への出席を求め、意見若しくは説明
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を聴き、」とあるのは「書面その他の方法により意見若しくは説明」と読み

替えるものとする。 

 （戸田市立市民医療センター運営委員会条例の一部改正） 

第２０条 戸田市立市民医療センター運営委員会条例（昭和４６年条例第３６

号）の一部を次のように改正する。 

  第６条に次の１項を加える。 

 ４ 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対し会議への出

席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができ

る。 

  第６条の次に次の１条を加える。 

  （書面等による審議） 

 第６条の２ 前条第１項の規定にかかわらず、委員長は、やむを得ない理由

により会議を招集することができない場合において、必要があると認めた

ときは、書面その他の方法により審議を行うことができる。 

 ２ 前項の審議を行う場合は、前条第２項中「出席し」とあるのは「参加し」

と、同条第３項中「出席委員」とあるのは「書面その他の方法による審議

に参加した委員」と、同条第４項中「会議への出席を求め、意見若しくは

説明を聴き、」とあるのは「書面その他の方法により意見若しくは説明」と

読み替えるものとする。 

 （戸田市上下水道事業経営審議会条例の一部改正） 

第２１条 戸田市上下水道事業経営審議会条例（平成１９年条例第２７号）の

一部を次のように改正する。 

  第５条第４項中「審議会が特に必要」を「会長は、必要がある」に、「関係

者の出席」を「委員以外の者に対し会議への出席を求め、意見若しくは説明

を聴き、」に改める。 

  第６条の次に次の１条を加える。 

  （書面等による審議） 

 第６条の２ 第５条第１項の規定にかかわらず、会長は、やむを得ない理由

により会議を招集することができない場合において、必要があると認めた

ときは、書面その他の方法により審議を行うことができる。 

 ２ 前項の審議を行う場合は、第５条第２項中「出席し」とあるのは「参加

し」と、同条第３項中「出席した委員」とあるのは「書面その他の方法に
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よる審議に参加した委員」と、同条第４項中「会議への出席を求め、意見

若しくは説明を聴き、」とあるのは「書面その他の方法により意見若しくは

説明」と読み替えるものとする。 

 （戸田市消防委員会条例の一部改正） 

第２２条 戸田市消防委員会条例（昭和５７年条例第３４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第５条に次の１項を加える。 

 ５ 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対し会議への出

席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができ

る。 

  第５条の次に次の１条を加える。 

  （書面等による審議） 

 第５条の２ 前条第１項及び第２項の規定にかかわらず、委員長は、やむを

得ない理由により会議を招集することができない場合において、必要があ

ると認めたときは、書面その他の方法により審議を行うことができる。 

 ２ 前項の審議を行う場合は、前条第３項中「出席し」とあるのは「参加し」

と、同条第４項中「出席した」とあるのは「書面その他の方法による審議

に参加した」と、同条第５項中「会議への出席を求め、意見若しくは説明

を聴き、」とあるのは「書面その他の方法により意見若しくは説明」と読み

替えるものとする。 

 （戸田市就学支援委員会条例の一部改正） 

第２３条 戸田市就学支援委員会条例（平成２５年条例第１２号）の一部を次

のように改正する。 

  第６条第４項中「関係者の出席」を「委員以外の者に対し会議への出席を

求め、意見若しくは説明を聴き、」に改める。 

  第６条の次に次の１条を加える。 

  （書面等による審議） 

 第６条の２ 前条第１項の規定にかかわらず、委員長は、やむを得ない理由

により会議を招集することができない場合において、必要があると認めた

ときは、書面その他の方法により審議を行うことができる。 

 ２ 前項の審議を行う場合は、前条第２項中「出席」とあるのは「参加」と、

同条第３項中「出席委員」とあるのは「書面その他の方法による審議に参
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加した委員」と、同条第４項中「会議への出席を求め、意見若しくは説明

を聴き、」とあるのは「書面その他の方法により意見若しくは説明」と読み

替えるものとする。 

 （戸田市いじめ問題調査委員会条例の一部改正） 

第２４条 戸田市いじめ問題調査委員会条例（平成２６年条例第１５号）の一

部を次のように改正する。 

  第６条第４項中「関係者の出席」を「委員以外の者に対し会議への出席を

求め、意見若しくは説明を聴き、」に改める。 

  第６条の次に次の１条を加える。 

  （書面等による審議） 

 第６条の２ 前条第１項の規定にかかわらず、委員長は、やむを得ない理由

により会議を招集することができない場合において、必要があると認めた

ときは、書面その他の方法により審議を行うことができる。 

 ２ 前項の審議を行う場合は、前条第２項中「出席」とあるのは「参加」と、

同条第３項中「出席委員」とあるのは「書面その他の方法による審議に参

加した委員」と、同条第４項中「会議への出席を求め、意見若しくは説明

を聴き、」とあるのは「書面その他の方法により意見若しくは説明」と読み

替えるものとする。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  令和３年２月２２日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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議案第６号 

   戸田市高齢者総合介護福祉条例の一部を改正する条例 

 戸田市高齢者総合介護福祉条例（平成１２年条例第９号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第１１条第１項中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度から

令和５年度まで」に改め、同項第１号中「３４,６５０円」を「３８,４００円」

に改め、同項第２号及び第３号中「５１,９７５円」を「５７,６００円」に 

改め、同項第４号中「５５,４４０円」を「６１,４４０円」に改め、同項 

第５号中「６９,３００円」を「７６,８００円」に改め、同項第６号中 

「８３,１６０円」を「９２,１６０円」に改め、同号ア中「第３５条の２ 

第１項」の次に「、第３５条の３第１項」を、「得た額」の次に「とし、当該合

計所得金額が０を下回る場合には、０」を加え、「この項において」を削り、 

同号イ中「又は第１５号イ」を「、第１５号イ又は第１６号イ」に改め、 

同項第７号中「９０,０９０円」を「９９,８４０円」に改め、同号ア中 

「２００万円」を「２１０万円」に改め、同号イ中「又は第１５号イ」を「、

第１５号イ又は第１６号イ」に改め、同項第８号中「１０３,９５０円」を 

「１１５,２００円」に改め、同号ア中「３００万円」を「３２０万円」に改め、

同号イ中「又は第１５号イ」を「、第１５号イ又は第１６号イ」に改め、同項

第９号中「１１７,８１０円」を「１３０,５６０円」に改め、同号イ中「又は

第１５号イ」を「、第１５号イ又は第１６号イ」に改め、同項第１０号中 

「１２４,７４０円」を「１３８,２４０円」に改め、同号イ中「又は第 

１５号イ」を「、第１５号イ又は第１６号イ」に改め、同項第１１号中 

「１３１,６７０円」を「１４５,９２０円」に改め、同号イ中「又は第 

１５号イ」を「、第１５号イ又は第１６号イ」に改め、同項第１２号中 

「１３８,６００円」を「１５３,６００円」に改め、同号イ中「又は第 

１５号イ」を「、第１５号イ又は第１６号イ」に改め、同項第１３号中 

「１４８,９９５円」を「１６５,１２０円」に改め、同号イ中「又は第 

１５号イ」を「、第１５号イ又は第１６号イ」に改め、同項第１４号中 

「１５９,３９０円」を「１７６,６４０円」に改め、同号ア中「１,５００万円」

を「１,２５０万円」に改め、同号イ中「又は次号イ」を「、次号イ又は第１６

号イ」に改め、同項第１５号中「１７３,２５０円」を「１９２,０００円」に

改め、同号ア中「２,５００万円」を「１,５００万円」に改め、同号イ中「部
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分を除く。）」の次に「又は次号イ」を加え、同項第１６号を次のように改める。 

 (16) 次のいずれかに該当する者 ２１１,２００円 

  ア 合計所得金額が２,５００万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも

該当しない者 

  イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第

３９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）に該当する者を除く。） 

 第１１条第１項に次の１号を加える。 

 (17) 前各号のいずれにも該当しない者 ２３０,４００円 

 第１１条第２項中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度から

令和５年度まで」に改める。 

 第１７条第２項に次のただし書を加える。 

  ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該日までに提出すること

が困難であると市長が認めた場合は、市長が定める日までに提出するものと

する。 

 附則に次の３項を加える。 

 （令和３年度から令和５年度までの保険料率の算定に関する基準の特例） 

１８ 第１号被保険者のうち、令和２年の合計所得金額に所得税法（昭和４０

年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得又は同法第３５条第３

項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和３年度における

保険料率の算定についての第１１条第１項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、

第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア、第１３号ア、第１４号ア、

第１５号ア及び第１６号アに係る部分に限る。）の規定の適用については、同

項第６号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法（昭和４０年法律第

３３号）第２８条第１項に規定する給与所得及び同法第３５条第３項に規定

する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第２８条第２項の規定

によって計算した金額及び同法第３５条第２項第１号の規定によって計算し

た金額の合計額から１０万円を控除して得た額（当該額が０を下回る場合に

は、０とする。）によるものとし、租税特別措置法」とする。 

１９ 前項の規定は、令和４年度における保険料率の算定について準用する。

この場合において、同項中「令和２年」とあるのは、「令和３年」と読み替え

るものとする。 
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２０ 附則第１８項の規定は、令和５年度における保険料率の算定について準

用する。この場合において、同項中「令和２年」とあるのは、「令和４年」と

読み替えるものとする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の第１１条の規定は、令和３年度分の保険料から適

用し、令和２年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 

  令和３年２月２２日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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議案第７号 

   戸田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 戸田市国民健康保険税条例（昭和３８年条例第３８号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条第２項ただし書中「６１万円」を「６３万円」に改め、同条第４項た

だし書中「１６万円」を「１７万円」に改める。 

 第２１条中「６１万円」を「６３万円」に、「１６万円」を「１７万円」に改

め、同条第１号中「３３万円」を「４３万円（納税義務者並びにその世帯に属

する被保険者及び特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第８号の規定に

より被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後

継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。）のうち給与所得を有する

者（前年中に法第７０３条の５に規定する総所得金額に係る所得税法（昭和 

４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得について同条第３項

に規定する給与所得控除額の控除を受けた者（同条第１項に規定する給与等の

収入金額が５５万円を超える者に限る。）をいう。以下この号において同じ。）

の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に法第７０３条の５に規定

する総所得金額に係る所得税法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所

得について同条第４項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢 

６５歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が６０万円を超える者に

限り、年齢６５歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が１１０万円

を超える者に限る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）の数の合計数（以

下この条において「給与所得者等の数」という。）が２以上の場合にあっては、

４３万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金

額を加算した金額）」に改め、同条第２号中「３３万円」を「４３万円（納税義

務者並びにその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得

者等の数が２以上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得者等の数から１

を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算した金額）」に改め、「（国民健康

保険法第６条第８号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該

資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同

じ。）」を削り、同条第３号中「３３万円」を「４３万円（納税義務者並びにそ

の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２

以上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に
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１０万円を乗じて得た金額を加算した金額）」に改める。 

 附則第２項中「所得税法（昭和４０年法律第３３号）」を「所得税法」に、「総

所得金額」」を「総所得金額及び山林所得金額」」に、「、「法」を「「法」に、「に

よるものとする。）」を「とする。）及び山林所得金額」と、「１１０万円」とあ

るのは「１２５万円」に改め、附則第４項及び第５項中「第３５条の２第１項」

の次に「、第３５条の３第１項」を加える。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の戸田市国民健康保険税条例の規定は、令和３年度以後の年度分の

国民健康保険税について適用し、令和２年度分までの国民健康保険税につい

ては、なお従前の例による。 

  令和３年２月２２日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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議案第８号 

   戸田市建築基準法等関係事務手数料条例の一部を改正する条例 

 戸田市建築基準法等関係事務手数料条例（平成１２年条例第１２号）の一部

を次のように改正する。 

 別表第３第１項中「（平成１１年法律第８１号）」を削り、「超えるもの  

３１,０００円」を「超えるもの １９,０００円」に、「１９２,０００円」を

「１４５,０００円」に、「４１２,０００円」を「３１７,０００円」に改め、

「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令」の次に「（平成２８年経済産

業省・国土交通省令第１号）」を、「適合するもの」の次に「に限る。」を加え、

「１５８,０００円」を「１１８,０００円」に改め、同表第２項中「超えるも

の １５,５００円」を「超えるもの ９,５００円」に、「９６,０００円」を

「７２,５００円」に、「２０６,０００円」を「１５８,５００円」に改め、「適

合するもの」の次に「に限る。」を加え、「７９,０００円」を「５９,０００円」

に改める。 

 別表第４第５項中「第３６条第１項」を「第４１条第１項」に、「第２条第 

３号」を「第２条第１項第３号」に、「３１,０００円」を「１９,０００円」 

に、「４３２,０００円」を「３３４,０００円」に、「１７１,０００円」を 

「１３０,０００円」に改め、同項を同表第６項とし、同表第４項中「第３１条

第１項」を「第３６条第１項」に、「第３０条第２項」を「第３５条第２項」に、

「第２項に」を「第３項に」に改め、同項を同表第５項とし、同表第３項中「第

２９条第１項」を「第３４条第１項」に、「第３０条第２項」を「第３５条第２

項」に、「(2) 第１項」を「(2) 第２項」に改め、同項を同表第４項とし、 

同表第２項中「第３１条第１項」を「第３６条第１項」に、「第３０条第１項各

号」を「第３５条第１項各号」に、「１５,５００円」を「９,５００円」に、 

「２１６,０００円」を「１６７,０００円」に、「８５,５００円」を 

「６５,０００円」に改め、同項を同表第３項とし、同表第１項中「第２９条 

第１項」を「第３４条第１項」に、「第３０条第１項各号」を「第３５条第１ 

項各号」に、「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成２８年経済

産業省・国土交通省令第１号。以下この表において「省令」という。)」を 

「省令」に、「第２項(1)イ」を「第３項(1)イ」に、「第５項(1)イ」を「第６項

(1)イ」に、「３１,０００円」を「１９,０００円」に、「４３２,０００円」を

「３３４,０００円」に、「１７１,０００円」を「１３０,０００円」に改め、
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同項を同表第２項とし、同表に第１項として次の１項を加える。 

１ 建築物省

エネ法第

１２条第

１項若し

くは第２

項又は第

１３条第

２項若し

くは第３

項の規定

に基づく

建築物エ

ネルギー

消費性能

適合性判

定 

建築物エネ

ルギー消費

性能適合性

判定手数料 

 次に掲げる額を合算して得た金額 

(1) 建築物省エネ法第３４条第３項に規定す

る他の建築物について、当該建築物が記載さ

れた同条第１項に規定する建築物エネルギー

消費性能向上計画が同法第３５条第１項の認

定又は同法第３６条第１項の変更の認定を受

けたことを示す書類が提出された場合 

 ア 建築物省エネ法第１２条第１項又は第 

  １３条第２項の規定による場合 

  （ア） 床面積の合計が３００平方メート

ル未満のもの １１,０００円 

  （イ） 床面積の合計が３００平方メート

ル以上のもの １９,０００円 

 イ 建築物省エネ法第１２条第２項又は第 

  １３条第３項の規定による場合 

  （ア） 床面積の合計が３００平方メート

ル未満のもの ５,５００円 

  （イ） 床面積の合計が３００平方メート

ル以上のもの ９,５００円 

(2) 建築物省エネ法第１２条第１項又は第 

 １３条第２項の規定による場合（(1)アに掲げ

る場合を除く。） 

 ア 建築物エネルギー消費性能基準等を定め

る省令（以下この表において「省令」とい

う。）第１条第１項第１号イに定める基準に

適合するもの 次に掲げる区分に応じそれ

ぞれに定める額 

  （ア） 床面積の合計が３００平方メート

ル未満のもの ２６７,０００円 

（イ） 床面積の合計が３００平方メート

ル以上のもの ３３４,０００円  
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    イ 省令第１条第１項第１号ロに定める基準

に適合するもの 次に掲げる区分に応じそ

れぞれに定める額 

  （ア） 床面積の合計が３００平方メート

ル未満のもの １０２,０００円 

  （イ） 床面積の合計が３００平方メート

ル以上のもの １３０,０００円 

(3) 建築物省エネ法第１２条第２項又は第 

 １３条第３項の規定による場合（(1)イに掲げ

る場合を除く。） 

 ア 省令第１条第１項第１号イに定める基準

に適合するもの 次に掲げる区分に応じそ

れぞれに定める額  

  （ア） 床面積の合計が３００平方メート

ル未満のもの １３３,５００ 円  

  （イ） 床面積の合計が３００平方メート

ル以上のもの １６７,０００円  

 イ 省令第１条第１項第１号ロに定める基準

に適合するもの 次に掲げる区分に応じそ

れぞれに定める額  

  （ア） 床面積の合計が３００平方メート

ル未満のもの ５１,０００円  

  （イ） 床面積の合計が３００平方メート

ル以上のもの ６５,０００円 

 別表第４に次の１項を加える。 

７ 建築物の

エネルギ

ー消費性

能の向上

に関する

法律施行

規則（平 

建築物エネ

ルギー消費

性能確保計

画軽微変更

該当証明書

交付申請手

数料 

 次に掲げる額を合算して得た金額 

(1) 建築物省エネ法第３４条第３項に規定す

る他の建築物について、当該建築物が記載さ

れた同条第１項に規定する建築物エネルギー

消費性能向上計画が同法第３５条第１項の認

定又は同法第３６条第１項の変更の認定を受

けたことを示す書類が提出された場合 
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 成２８年

国土交通

省令第５

号）第１

１条の規

定に基づ

く軽微な

変更に該

当してい

ることを

証する書

面の交付

の申請に

対する審

査 

  ア 床面積の合計が３００平方メートル未満

のもの ５,５００円 

 イ 床面積の合計が３００平方メートル以上

のもの ９,５００円 

(2) (1)以外の場合で、省令第１条第１項第１

号イに定める基準に適合するもの 次に掲げ

る区分に応じそれぞれに定める額 

 ア 床面積の合計が３００平方メートル未満

のもの １３３,５００円 

 イ 床面積の合計が３００平方メートル以上

のもの １６７,０００円 

(3) (1)以外の場合で、省令第１条第１項第１

号ロに定める基準に適合するもの 次に掲げ

る区分に応じそれぞれに定める額 

 ア 床面積の合計が３００平方メートル未満

のもの ５１,０００円 

 イ 床面積の合計が３００平方メートル以上

のもの ６５,０００円 

   附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

  令和３年２月２２日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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議案第９号 

   戸田市が管理する市道の構造の技術的基準等を定める条例の一部を改正

する条例 

 戸田市が管理する市道の構造の技術的基準等を定める条例（平成２４年条例

第２９号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第７項、第８条第４項、第２８条第４項、第３５条、第３７条第３項

及び第５項並びに第３８条第２項及び第４項中「第４１条第１項」を「第４２

条第１項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  令和３年２月２２日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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議案第１０号 

   未来へはばたく人財育成資金条例の一部を改正する条例 

 未来へはばたく人財育成資金条例（平成２９年条例第１６号）の一部を次の

ように改正する。 

 第３条第５号を次のように改める。 

 (5) 次のいずれかに該当する者であること。 

  ア 申請する年度における市町村民税の所得割を課されている者がいない

世帯に属する者であること。 

  イ 申請時において、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第

１項に規定する被保護者であること。 

  ウ 申請時において、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１９条又

は学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）第２４条に規定する援助

を保護者が受けている者であること。 

 第１５条第４号を次のように改める。 

 (4) 次のいずれかに該当する者であること。 

  ア 申請する年度における市町村民税の所得割を課されている者がいない

世帯に属する者であること。 

  イ 申請時において、生活保護法第６条第１項に規定する被保護者である

こと。 

  ウ 申請時において、学校教育法第１９条又は学校保健安全法第２４条に

規定する援助を保護者が受けている者であること。 

   附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

  令和３年２月２２日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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議案第１１号 

   戸田東小学校・戸田東中学校改築等工事（Ⅲ期）小・中学校校舎解体工

事請負契約について 

 戸田東小学校・戸田東中学校改築等工事（Ⅲ期）小・中学校校舎解体工事請

負契約をするについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例（昭和３９年条例第９号）第２条の規定により、議会の議決を求め

る。 

記 

１ 工 事 名  戸田東小学校・戸田東中学校改築等工事（Ⅲ期）小・中学校

校舎解体工事 

２ 場  所  戸田市下戸田一丁目１１番１５外 

３ 工事内容  戸田東小学校及び戸田東中学校の校舎解体に伴う工事 

４ 金  額  金３２７,２５０,０００円 

        (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金29,750,000円) 

５ 工  期  本契約締結日の翌日から 

        令和３年１２月２４日まで 

６ 契 約 者  さいたま市浦和区北浦和五丁目１２番１１号 

和光建設株式会社 

代表取締役 岩 浪 郁 雄 

令和３年２月２２日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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議案第１１号参考 

戸田東小学校・戸田東中学校改築等工事（Ⅲ期）小・中学校校舎解体 

工事概要 

工事概要 

１ 戸田東小学校及び戸田東中学校の校舎解体に伴う工事 

(1) 小学校校舎解体工事 

① 小学校旧校舎及び周辺建築物等解体工事 

② 小学校旧校舎煙突アスベスト除去工事 

③ 既存給食調理場機械設備系統切回し工事 

(2) 中学校校舎解体工事 

① 中学校旧校舎及び周辺建築物等解体工事 

② 中学校旧校舎外壁アスベスト除去工事 

③ 中学校旧校舎煙突アスベスト除去工事 

④ 武道場機械設備系統切回し工事 
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入   札   結   果 

（消費税及び地方消費税の額含まず。単位円） 

回  数  

業 者 名 
第 １ 回 摘 要 

和 光 建 設 （株） ２９７,５００,０００ 落 札 

(株) 滝 口 興 業 ３５８,８００,０００  

(株) 田 中 工 務 店 ３７０,０００,０００  

中 央 建 設 協 同 組 合 ３７３,０００,０００  

日 清 建 設 (株) ３８２,６３４,０００  

斎 藤 工 業 (株) ３８９,３００,０００  

ス ミ ダ 工 業 (株) ３９０,０００,０００  

吾 妻 工 業 (株) ４０６,０００,０００  

ニ ッ ケ ン 建 設 (株) ４１３,０００,０００  

川 口 土 木 建 築 工 業 (株) ４２７,０００,０００  

不 動 開 発 (株) ４４９,０００,０００  

(株) ク ワ バ ラ ・ パ ン ぷ キ ン ４９５,８５０,０００  

 

 

（消費税及び地方消費税の額含まず。単位円） 

設 計 額 ５４７,３００,０００ 

予 定 価 格 ５４７,３００,０００ 

調 査 基 準 価 格 ５０２,３０６,０００ 
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議案第１２号 

   戸田東小学校・戸田東中学校改築等工事（Ⅲ期）中学校屋内運動場改修

工事請負契約について 

 戸田東小学校・戸田東中学校改築等工事（Ⅲ期）中学校屋内運動場改修工事

請負契約をするについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例（昭和３９年条例第９号）第２条の規定により、議会の議決を求

める。 

記 

１ 工 事 名  戸田東小学校・戸田東中学校改築等工事（Ⅲ期）中学校屋内

運動場改修工事 

２ 場  所  戸田市下戸田一丁目１１番１５外 

３ 工事内容  戸田東中学校屋内運動場の改修に伴う工事 

４ 金  額  金２１１,２００,０００円 

        (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金19,200,000円) 

５ 工  期  本契約締結日の翌日から 

        令和３年９月３０日まで 

６ 契 約 者  さいたま市浦和区領家五丁目１２番２０号 

中島建工株式会社 

代表取締役 中 島 道 宏 

令和３年２月２２日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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議案第１２号参考 

戸田東小学校・戸田東中学校改築等工事（Ⅲ期）中学校屋内運動場改修

工事概要 

工事概要 

１ 戸田東中学校屋内運動場の改修に伴う工事 

(1) 戸田東中学校屋内運動場改修工事 

① 内装改修工事 

② 外装改修（アスベスト除去含む。）工事 

③ 屋外便所撤去工事 

④ 外構整備工事 

⑤ 電気設備改修工事 

⑥ 非常用発電設備設置工事 

⑦ 空調設備設置工事 

⑧ 外構設備系統切回し工事 
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入   札   結   果 

（消費税及び地方消費税の額含まず。単位円） 

回  数  

業 者 名 
第 １ 回 摘 要 

中 島 建 工 (株） １９２,０００,０００ 落 札 

吾 妻 工 業 (株) ２１７,０００,０００  

斎 藤 工 業 (株) ２２９,０００,０００  

ニ ッ ケ ン 建 設 (株) ２３２,４７０,０００  

 

 

（消費税及び地方消費税の額含まず。単位円） 

設 計 額 ２５８,３００,０００ 

予 定 価 格 ２５８,３００,０００ 

調 査 基 準 価 格 ２３６,８６７,０００ 
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議案第１３号 

   財産の処分について 

 下記のとおり財産を低減して処分するものとする。よって、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求

める。 

記 

１ 処分する財産 

土地 

所在 地番 地目 地積（㎡） 

長野県諏訪郡富士見町 

富士見字沢入山 
６６６６番１４８８ 山林 ４,８３５ 

同所 ６６６６番１４９７ 山林 １,８１７ 

同所 ６６６６番１５００ 山林 ３,２５９ 

同所 ６６６６番１５０３ 山林 ４,３００ 

同所 ６６６６番１５０４ 山林 ４,２２０ 

建物 

所在 家屋番号 種類 構造 延床面積（㎡） 

長 野 県 

諏 訪 郡 

富士見町 

富 士 見 

字沢入山 

６６６６番１５０４ 保養所 

鉄筋コンク

リ ー ト 造 

ルーフィング

ぶき２階建 

１階 

   ８７１.６２ 

２階 

 １,１８８.９７ 

備考 ろ過機械室、車庫、物置、キャンプ場の屋根付き炊事場等を含む。 

２ 不動産鑑定評価額  ３８,６００,０００円 

３ 最 低 処 分 価 格  ３１,３００,０００円 

４ 処 分 価 格  ３５,０００,０００円 

５ 処 分 先  神奈川県大和市深見西四丁目４番２２号 

            学校法人 柏木学園 

            理事長 柏 木 照 正 

  令和３年２月２２日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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議案第１３号参考 

入   札   結   果 

(消費税及び地方消費税の額含む。単位円) 

入札参加者 入札価格 摘 要 

（学） 柏 木 学 園 ３５,０００,０００ 落 札 

（有） エ ム ア ン ド デ ィ ３３,３３０,０００  

 

(消費税及び地方消費税の額含む。単位円) 

最 低 処 分 価 格 ３１,３００,０００ 
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